
　
２
０
１
５
年
末
以
降
、
安
倍
政
権
の
下
で
、「
緊
急
事
態
条

項
」（
国
家
緊
急
権
）を
憲
法
へ
導
入
し
よ
う
と
す
る
議
論
が

再
び
活
発
化
し
て
い
ま
す
。
緊
急
事
態
条
項
と
は
、
戦
争
ま

た
は
武
力
攻
撃
、
自
然
災
害
、
テ
ロ
等
の
重
大
事
態
が
生
じ

た
際
に
、
一
時
的
に
憲
法
秩
序
を
停
止
し
、
非
常
措
置
を
と

る
こ
と
が
で
き
る
権
限
を
国
家
権
力
の
一
部
に
付
与
す
る
規

定
を
意
味
し
ま
す
。

　
自
民
党
の
「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」（
２
０
１
２
年
４
月

決
定
）に
は
緊
急
事
態
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
①
武

力
攻
撃
、
②
内
乱
等
の
社
会
秩
序
の
混
乱
、
③
自
然
災
害
、

④
そ
の
他
法
律
で
定
め
る
事
態
が
緊
急
措
置
の
対
象
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
草
案
に
沿
っ
た
改
憲
が
な
さ
れ
、
実
際
に

緊
急
事
態
が
宣
言
さ
れ
る
と
、
市
民
に
よ
る
抗
議
行
動
も
暴

力
的
に
鎮
圧
さ
れ
か
ね
ま
せ
ん
。
内
閣
が
法
律
と
同
じ
効
果

を
持
つ
政
令
を
制
定
で
き
る
た
め
、
人
権
を
著
し
く
制
約
す

る
政
令
を
恣
意
的
に
発
す
る
危
険
性
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

首
相
に
国
家
財
政
上
の
権
限
が
付
与
さ
れ
る
た
め
、
首
相
の

思
い
通
り
に
予
算
の
確
保
や
処
分
が
で
き
ま
す
。
そ
の
他
、

地
方
自
治
体
の
権
限
が
縮
小
さ
れ
、
市
民
が
緊
急
措
置
に
従

う
こ
と
も
義
務
づ
け
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
選
挙
の
引
き

伸
ば
し
に
よ
る
長
期
政
権
の
維
持
も
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
緊
急
事
態
条
項
は
市
民
の
生
活
と
権
利
を

脅
か
す
大
変
危
険
な
も
の
で
あ
る
の
で
す
。

清
末

愛
砂
（
室
蘭
工
業
大
学
准
教
授
、家
族
法
・
憲
法
学
）

緊
急
事
態
条
項
と
は

何
で
し
ょ
う
か
？
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外
国
の
憲
法
に
も
あ
る
か
ら
、
日
本
も
憲
法
を
改
正
し
て

国
家
緊
急
権（
＝「
緊
急
事
態
条
項
」）を
導
入
す
べ
き
と
言
わ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
は
緊
急

事
態
条
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ド
イ
ツ
で
は
、「
最
も
民
主
的

で
進
歩
的
」
と
言
わ
れ
た
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
を
崩
壊
さ
せ
、

ヒ
ト
ラ
ー
率
い
る
ナ
チ
ス
が
権
力
を
濫
用
し
た
法
的
根
拠
が

「
非
常
事
態
権
限
」（
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
48
条
）で
し
た
。
ヒ
ト

ラ
ー
は
非
常
事
態
条
項
を
使
っ
て
政
敵
の
集
会
、
結
社
、
出

版
を
禁
止
し
ま
し
た
。
１
９
３
３
年
１
月
に
ヒ
ト
ラ
ー
が
首

相
に
な
っ
て
か
ら
そ
の
年
の
10
月
ま
で
に
約
10
万
人
の
身

体
拘
束
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
も
、１
９
６
１
年
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
危
機
の
際
、

憲
法
16
条
の
「
緊
急
権
」
が
発
動
さ
れ
、
少
な
く
と
も
48
人

が
警
察
に
殺
さ
れ
て
い
ま
す
。
緊
急
事
態
条
項
の
こ
う
し
た

危
険
な
歴
史
か
ら
、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
た
と
え
ば

緊
急
事
態
条
項
に
裁
判
的
な
歯
止
め
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

外
国
を
参
考
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
憲

法
に
緊
急
事
態
条
項
が
な
い
国
も
あ
る
こ
と
、
ド
イ
ツ
や
フ

ラ
ン
ス
の
よ
う
に
、
緊
急
事
態
条
項
は
悲
劇
的
な
事
態
を
も

た
ら
し
た
歴
史
が
あ
る
こ
と
、
緊
急
事
態
条
項
の
濫
用
へ
の

危
惧
か
ら
、
緊
急
事
態
条
項
の
廃
止
が
主
張
さ
れ
て
き
た
り
、

他
の
国
家
機
関
に
よ
る
歯
止
め
が
設
け
ら
れ
て
き
た
事
実

を
認
識
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

飯
島

滋
明
（
名
古
屋
学
院
大
学
教
授
、憲
法
学
・
平
和
学
）

　
大
日
本
帝
国
憲
法（
１
８
８
９
年
公
布
）に
は
、「
非
常
大

権
」（
31
条
）や
「
戒
厳
大
権
」（
14
条
）、「
緊
急
勅
令
」（
８
条
）

な
ど
、「
緊
急
事
態
」に
関
す
る
規
定
が
あ
り
ま
し
た
。
非
常

大
権
は
実
際
に
使
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
緊
急
勅
令
を
根

拠
と
す
る「
行
政
戒
厳
」は
日
比
谷
焼
打
事
件（
１
９
０
５
年
）、

関
東
大
震
災（
１
９
２
３
年
）、
２・２
６
事
件（
１
９
３
６
年
）

の
際
に
発
令
さ
れ
て
い
ま
す
。
関
東
大
震
災
の
際
、
軍
は
多

く
の
朝
鮮
人
や
中
国
人
を
殺
害
し
ま
し
た
。
朝
鮮
人

６
０
０
０
人
以
上
、
中
国
人
７
０
０
人
以
上
が
軍
や
警
察
、

市
民
に
虐
殺
さ
れ
ま
し
た
。
１
９
２
５
年
に
制
定
さ
れ
た
治

安
維
持
法
で
す
が
、
１
９
２
８
年
４
月
、
最
高
刑
を
死
刑
に

す
る
な
ど
の
改
定
案
を
政
府
は
提
出
し
ま
し
た
。
こ
の
改
定

案
は
議
会
で
廃
案
と
な
り
ま
し
た
が
、
６
月
に
政
府
は
緊
急

勅
令
を
使
っ
て
治
安
維
持
法
を
改
定
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

治
安
維
持
法
は
権
力
者
に
と
っ
て
目
障
り
な
存
在
を
弾
圧

す
る
手
段
と
し
て
さ
ら
に
悪
用
さ
れ
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
や
フ

ラ
ン
ス
だ
け
で
な
く
、
日
本
に
も
緊
急
事
態
条
項
が
悪
用
さ

れ
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

　
今
の
憲
法
に
緊
急
事
態
条
項
が
な
い
の
は
、「
民
主
政
治

を
徹
底
さ
せ
て
国
民
の
権
利
を
十
分
擁
護
」
す
る
た
め
、
政

府
に
権
限
を
集
中
さ
せ
る
の
は
「
極
力
こ
れ
を
防
止
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
」（
１
９
４
６
年
７
月
15
日
衆
議
院
帝
国
憲
法
改

正
案
委
員
会
で
の
金
森
徳
次
郎
大
臣
答
弁
）と
の
考
え
か
ら

で
す
。

飯
島

滋
明
（
名
古
屋
学
院
大
学
教
授
、憲
法
学
・
平
和
学
）

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ど
の
国
の
憲
法
に
も
緊
急

事
態
条
項
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
あ
っ
て
も
規

定
上
は
原
則
と
し
て
議
会
や
裁
判
所
の
統
制
権
が
あ
り
ま
す
。

戦
前
の
大
日
本
帝
国
憲
法
に
は
あ
っ
た
の
に
、
戦
後
の
日
本

国
憲
法
で
は
そ
の
危
険
性
か
ら
あ
え
て
「
沈
黙
」
し
た
と
考

え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
日
本
は
憲
法
で
戦
争
を
放
棄
し
た
か

ら
こ
そ
、
他
国
や
戦
前
日
本
の
憲
法
と
は
違
う
の
で
す
。

　
ま
た
、
す
で
に
災
害
対
策
基
本
法
や
警
察
法
、
自
衛
隊
法

な
ど
既
存
の
法
律
に
、
緊
急
事
態
に
対
処
す
る
か
な
り
詳
細

な
規
定
が
あ
り
ま
す
。
２
０
１
１
年
の
東
日
本
大
震
災
時
の

対
応
や
復
興
の
遅
れ
を
、
憲
法
に
緊
急
事
態
条
項
が
な
い
こ

と
に
よ
る
も
の
だ
と
主
張
す
る
改
憲
派
も
い
ま
す
が
、
本
当

で
し
ょ
う
か
。
十
分
な
法
律
が
あ
っ
た
の
に
、
政
府
な
ど
の

対
応
に
問
題
が
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
昨
今
の
緊
急
事
態
条
項
論
は
、
国
民
の
理
解
を
え
ら
れ
や

す
い
と
こ
ろ
か
ら
憲
法
改
正
を
経
験
す
る「
お
試
し
改
憲
論
」

の
意
味
合
い
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
緊
急
事

態
条
項
さ
え
盛
り
込
め
ば
、「
緊
急
事
態
」
を
理
由
に
内
閣

が
国
会
を
無
視
し
て
政
令
で
か
な
り
の
こ
と
が
で
き
て
し
ま

う
の
で
、「
お
試
し
」
以
上
の
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
憲
法

は
国
民
が
国
家
を
縛
る
た
め
に
作
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
縛

ら
れ
る
側
か
ら
の
改
憲
論
に
は
要
注
意
で
す
。
こ
の
よ
う
な

改
憲
案
を
絶
対
に
成
立
さ
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

清
水

雅
彦
（
日
本
体
育
大
学
教
授
・
憲
法
学
）

外
国
は

ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
？

な
ぜ
憲
法
に

緊
急
事
態
条
項
が
な
い
の
？

憲
法
に
緊
急
事
態
条
項
は

必
要
で
す
か
？


